
亀 山 市 告 示 第 ５ ５ 号  

 亀 山 市 高 齢 者 等 介 護 用 品 支 給 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告

示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 高 齢 者 等 介 護 用 品 支 給 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る

告 示  

 

亀 山 市 高 齢 者 等 介 護 用 品 支 給 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 告

示 第 １ １ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 「 対 象 者 は 、 」 の 次 に 「 こ の 事 業 に よ り 介 護 用 品 の 支 給

を 受 け よ う と す る 年 度 （ ４ 月 か ら ６ 月 ま で に あ っ て は 当 該 年 度 の 前

年 度 ） の 市 民 税 が 非 課 税 で あ る 」 を 、 「 有 す る 」 の 次 に 「 在 宅 の 」

を 加 え 、 同 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 在 宅 の 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 号 を

削 り 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  前 項 に お い て 「 在 宅 の 者 」 と は 、 自 宅 が 生 活 の 場 と な っ て い る

者 を い う 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き を 除 く 。  

（ １ ） 疾 病 等 に よ り 医 療 機 関 に 入 院 し た と き 。  

（ ２ ） 介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 ２ ４ 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 同

条 第 ２ ８ 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 又 は 同 条 第 ２ ９ 項 に 規

定 す る 介 護 医 療 院 に 入 所 し た と き 。  

（ ３ ） グ ル ー プ ホ ー ム 、 ケ ア ハ ウ ス 、 軽 費 老 人 ホ ー ム 、 養 護 老 人 ホ

ー ム 、 有 料 老 人 ホ ー ム 又 は サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 に 入 所

し た と き 。  

第 ３ 条 中 「 支 給 す る お む つ 等 の 介 護 用 品 （ 以 下 「 介 護 用 品 」 と い

う 。 ） を 」 を 「 介 護 用 品 を 支 給 す る 事 業 で あ っ て 」 に 改 め 、 「 自 宅

へ 」 の 次 に 「 介 護 用 品 を 」 を 加 え る 。  

第 ４ 条 の 見 出 し 中 「 及 び 数 量 」 を 削 り 、 同 条 中 「 及 び 数 量 」 を 削

り 、 「 別 表 の と お り 」 を 「 紙 お む つ 、 尿 取 り パ ッ ド 、 フ ラ ッ ト タ イ



プ 、 ウ エ ッ ト テ ィ ッ シ ュ 及 び 介 護 用 シ ー ツ 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 中 「 前 条 に 定 め る 数 量 」 を 「 前 項 の 限 度 」 に 改 め 、 同 条 を

同 条 第 ２ 項 と し 、 同 条 に 第 １ 項 と し て 次 の １ 項 を 加 え る 。  

こ の 事 業 に よ り 支 給 す る 介 護 用 品 の 総 額 は 、 １ の 年 度 に つ き 対

象 者 １ 人 当 た り ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 に 相 当 す る 額 を 限 度 と す る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 同 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き に あ っ て は 、

市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た と き を 除 く 。  

第 ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 又 は 第 ３ 号 」 を 削 り 、

同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  市 長 は 、 こ の 事 業 の 利 用 者 が 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と 認 め た と き は 、 当 該 利 用 者 に 対 す る 介 護 用 品 の 支 給 を 中 止 し 、

高 齢 者 等 介 護 用 品 受 給 資 格 喪 失 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 当 該

利 用 者 に 係 る 第 ７ 条 の 規 定 に よ り こ の 事 業 の 利 用 の 決 定 の 通 知 を

受 け た 希 望 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 ）    □年齢   □おむつ使用状況   □在宅 」  

を 「 ） □年齢 □おむつ使用状況 □在宅 □課税・非課税」 に 、 「 市職

員等が」 を 「 市職員が利用者の市民税の課税状況を調査し、及び」 に 改 め る 。  

様 式 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。  



様式第４号（第９条関係） 

第     号 

    年  月  日 

 

       様 

 

亀山市長      印  

 

 

高齢者等介護用品受給資格喪失通知書 

 

年  月  日付け  第    号で決定しました介護用品の支給

について、下記のとおり受給の資格を喪失しましたので通知します。 

 

記 

 

利用者氏名 

 

資格喪失年月日 

 

資格喪失理由 

 



附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


